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一般質問

放
課
後
児
童
対
策
に
つ

い
て

質
問　

現
在
、
保
育
園
に
通
園
し

て
い
る
子
ど
も
は
、
延
長
保
育
を

含
め
る
と
午
後
７
時
ま
で
保
育
を

受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
小
学
校

に
入
学
し
た
時
点
で
、
放
課
後
を

過
ご
す
児
童
館
は
午
後
５
時
30
分

ま
で
し
か
運
営
し
て
い
な
い
。

　

働
く
世
帯
に
配
慮
し
た
子
育
て

支
援
を
考
え
る
と
と
も
に
、
子
ど

も
の
安
全
な
居
場
所
を
提
供
す
る

た
め
に
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を

本
格
実
施
す
る
考
え
は
な
い
か
。

町
長　

国
は
、
子
育
て
を
め
ぐ
る

待
機
児
童
問
題
等
の
課
題
を
解
消

す
る
た
め
子
ど
も
子
育
て
支
援
新

制
度
を
施
行
す
る
と
し
た
。
そ
の

中
で
、
市
町
村
が
主
体
的
に
実
施

す
る
こ
と
と
し
た
子
育
て
事
業
の

ひ
と
つ
が
放
課
後
児
童
対
策
事
業

（
下
段
参
照
）
で
あ
る
。

　

本
町
で
は
、
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
の
導
入
を
目
指
し
、
児
童
館
に

お
い
て
事
業
を
試
行
し
て
い
る
。

　

現
時
点
で
、児
童
館
の
利
用
は
、

開
設
持
間
17
時
30
分
ま
で
で
１
日

50
人
ほ
ど
で
あ
る
が
、
放
課
後
児

童
ク
ラ
ブ
は
、
小
学
校
の
長
期
休

暇
及
び
振
り
替
え
休
校
日
に
８
時

か
ら
18
時
30
分
の
運
営
で
35
人
が

登
録
し
、
１
日
平
均
、
長
期
休
業

期
間
13
人
、
振
替
休
校
日
に
16
人

が
利
用
し
た
。
こ
の
う
ち
18
時
以

降
の
利
用
児
童
数
は
日
に
よ
っ
て

違
う
が
平
均
１
日
１
人
、
18
時
15

分
に
は
保
護
者
が
迎
え
に
来
て
い

る
。

　

保
育
園
は
18
時
ま
で
開
園
し
、

入
園
児
童
は
73
人
、
19
時
ま
で
の

延
長
保
育
利
用
は
月
平
均
２
人
で

日
数
は
４
日
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合

は
18
時
30
分
ま
で
に
保
護
者
が
迎

え
に
来
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
実
績
を
踏
ま
え
、
さ

ら
に
内
容
を
検
討
す
る
た
め
27
年

度
も
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
試
行

す
る
。
利
用
対
象
児
童
を
小
学
３

年
生
か
ら
６
年
生
ま
で
に
引
き
上

げ
、
18
時
30
分
ま
で
の
運
営
と
す

る
こ
と
で
、
子
ど
も
の
健
全
な
育

ち
と
子
育
て
家
庭
へ
の
支
援
と
し

た
い
と
考
え
る
。

質
問　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
つ

い
て
の
国
の
設
置
基
準
、
特
に
児

童
数
の
定
員
、
人
数
に
対
す
る
職

員
数
は
。

町
長　

児
童
館
基
準
定
員
40
人
に

対
し
、
本
町
の
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
登
録
児
童
数
は
35
人
。
職
員
数

は
基
準
２
人
に
対
し
４
人
体
制
で

常
時
２
人
が
従
事
し
て
い
る
。
面

積
基
準
も
児
童
１
人
当
た
り
１
・

６
５
平
方
メ
ー
ト
ル
と
、
国
が
示

す
基
準
を
満
た
し
た
運
営
を
行
な

っ
て
い
る
。

質
問　

児
童
館
職
員
の
研
修
状
況

は
。

町
長　

４
人
の
児
童
厚
生
員
が
毎

年
計
画
的
に
研
修
に
参
加
し
て
お

り
、
25
年
度
は
北
海
道
と
北
海
道

教
育
委
員
会
が
主
催
す
る
支
援
活

動
研
修
会
に
１
人
、
北
海
道
学
童

保
育
連
絡
協
議
会
が
主
催
す
る
学

童
保
育
研
修
会
に
２
人
が
参
加
し

て
い
る
。
26
年
度
も
同
様
に
、
北

海
道
学
童
保
育
連
絡
協
議
会
が
主

催
す
る
学
童
保
育
研
修
会
に
２

人
、
全
国
学
童
保
育
連
絡
協
議
会

が
主
催
す
る
学
童
保
育
指
導
員
研

修
会
に
１
人
参
加
し
て
い
る
。

　

他
に
も
、
近
隣
の
類
似
施
設
に

行
き
、
見
学
研
修
会
等
も
実
施
し

て
い
る
。

再
質
問　

子
ど
も
子
育
て
支
援
法

で
は
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
利
用
者

負
担
金
は
自
治
体
が
定
め
る
と
し

て
い
る
が
、
本
町
に
お
け
る
利
用

料
金
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
伺

う
。

保
健
福
祉
課
長　

放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
の
利
用
料
金
に
つ
い
て
は
、

27
年
度
中
に
検
討
し
た
い
。

西内　陽美議員

Ｑ：放課後児童対策をどうすすめるか
　　　Ａ：�放課後児童クラブは、対象児童を拡大し午後６時30分まで

実施する。

　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制

度
と
は
、
平
成
24
年
８
月
に
成

立
し
た
「
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
法
」
を
は
じ
め
と
す
る
子
ど

も
・
子
育
て
関
連
３
法
に
基
づ

く
制
度
で
、
幼
児
期
の
学
校
教

育
・
保
育
、
地
域
の
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
を
総
合
的
に
推
進

し
て
い
く
た
め
の
取
組
み
で

す
。

　

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

事
業
に
お
い
て
、
市
町
村
が
実

施
主
体
と
な
る
13
事
業
の
ひ
と

つ
が
「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
」

で
す
。

「
放
課
後
児
童
対
策
事
業
」

と
は


